
広
島
県
告
示
第
千
三
十
九
号 

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号
（
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
人
の
指
定
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

広
島
県
知
事 

 

横 
 

田 
 

美 
 

香  

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
  

（
略
） 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

名 
 
 

称 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の

取
扱
場
所 

証
紙
代
金
収

納
計
器
の
名

称
、
型
式
及

び
計
器
記
号 

広
島
市
西
区

観
音
新
町
四

丁
目
一
三
番

一
三―

三
号 

一
般
社
団
法

人 

広
島
県

自
動
車
整
備

振
興
会 

広
島
市
西
区
観
音
新
町

四
丁
目
一
三
番
一
三―

三
号 

一
般
社
団
法
人 

広
島

県
自
動
車
整
備
振
興
会

内 

ネ
オ
ポ
ス
ト

証
紙
代
金
収

納
計
器
Ｓ
Ｈ

―

二
〇
一
〇

型 広
〇
二
二 

ク
ア
デ
ィ
エ

ン
ト
ジ
ャ
パ

ン
証
紙
代
金

収
納
計
器
Ｓ

Ｈ―

二
〇
二

一
型 

広
〇
二
四 

福
山
市
南
今
津
町
四
三

番
地 

一
般
社
団
法
人 

広
島

県
自
動
車
整
備
振
興
会

福
山
支
所
内 

ネ
オ
ポ
ス
ト

証
紙
代
金
収

納
計
器
Ｓ
Ｈ

―

二
〇
一
〇

型 広
〇
二
三 

ク
ア
デ
ィ
エ

ン
ト
ジ
ャ
パ

ン
証
紙
代
金

収
納
計
器
Ｓ

Ｈ―

二
〇
二

一
型 

広
〇
二
五 

 

 

（
略
） 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

名 
 
 

称 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の

取
扱
場
所 

証
紙
代
金
収

納
計
器
の
名

称
、
型
式
及

び
計
器
記
号 

広
島
市
西
区

観
音
新
町
四

丁
目
一
三
番

一
三―

三
号 

一
般
社
団
法

人 

広
島
県

自
動
車
整
備

振
興
会 

広
島
市
西
区
観
音
新
町

四
丁
目
一
三
番
一
三―

三
号 

一
般
社
団
法
人 

広
島

県
自
動
車
整
備
振
興
会

内 

      

ネ
オ
ポ
ス
ト

証
紙
代
金
収

納
計
器
Ｓ
Ｈ

―

二
〇
一
〇

型 広
〇
二
二 

福
山
市
南
今
津
町
四
三

番
地 

一
般
社
団
法
人 

広
島

県
自
動
車
整
備
振
興
会

福
山
支
所
内 

ネ
オ
ポ
ス
ト

証
紙
代
金
収

納
計
器
Ｓ
Ｈ

―

二
〇
一
〇

型 広
〇
二
三 

      
 

 
 

 


